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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動化されたモニタリングのための方法であって：
　囲まれたエリアの、撮像装置によって捕捉された画像データを、一つまたは複数のプロ
セッサによって取得する段階と；
　前記囲まれたエリアから音センサーによって捕捉されたオーディオ・データを、前記一
つまたは複数のプロセッサによって取得し、補足された音データを音データベースに記憶
する段階と；
　前記囲まれたエリアから臭いセンサーによって捕捉された臭いデータを、前記一つまた
は複数のプロセッサによって取得し、捕捉された臭いデータを臭いデータベースに記憶す
る段階と；
　前記画像データ、前記音データベースに記憶された前記オーディオ・データおよび前記
臭いデータベースに記憶された前記臭いデータに基づいて前記一つまたは複数のプロセッ
サによって、前記囲まれたエリア内で生起している活動を判別する段階であって、前記画
像データに対して画像処理を実行することによって一つまたは複数のオブジェクトまたは
人物が識別される、段階と；
　判別された活動を、規則およびスケジュール・データベースに以前に記憶されている、
対応するデータおよびパラメータと、前記一つまたは複数のプロセッサによって比較する
段階と；
　比較された活動と、前記規則およびスケジュール・データベースによって生成された判
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断とに基づいて、実行されるべきアクションを、前記一つまたは複数のプロセッサによっ
て選択する段階とを含む、
方法。
【請求項２】
　動きセンサーによって捕捉された動きデータを前記一つまたは複数のプロセッサによっ
て取得する段階をさらに含み、前記判別はさらに前記動きデータに基づく、請求項１記載
の方法。
【請求項３】
　前記撮像装置によって捕捉された前記画像データに基づいて、前記囲まれたエリアにお
ける一または複数の人物の動きを前記一つまたは複数のプロセッサによって識別する段階
をさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記判別がさらに、識別された動きに基づく、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記活動が、前記規則およびスケジュール・データベースにおける一つまたは複数の規
則に違反した後、実行されるべき前記アクションは：
　ケア担当者に対して、患者が前記一つまたは複数の規則に違反したというアラートを発
することを含む、
請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記一つまたは複数の規則は、患者が所定の時間期間にわたって絶食しているはずであ
るという規則を含む、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　患者が所定の時間期間の間、眠っているはずであるという規則を含む、請求項５記載の
方法。
【請求項８】
　前記臭いデータが、前記囲まれたエリアにおける尿、便または嘔吐物の臭いを含む、請
求項１記載の方法。
【請求項９】
　実行されるべき前記アクションは、前記囲まれているエリアにおいてシーツまたは患者
が身につけているおむつを交換するようケア担当者に促すアラートを発することを含む、
請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記臭いデータは、前記囲まれたエリアにおけるタバコの臭いを含む、請求項１記載の
方法。
【請求項１１】
　前記捕捉された画像データに対して画像処理を前記一つまたは複数のプロセッサによっ
て実行して、前記囲まれたエリアにおける一または複数の人物を識別することをさらに含
む、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記画像処理は、前記一または複数の人物が身につけている視覚的な印の識別を含む、
請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記画像処理は、前記一または複数の人物の顔認識を含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
　前記捕捉された画像データに対してオブジェクト認識を前記一つまたは複数のプロセッ
サによって実行して、前記囲まれたエリアにおける医療設備を識別することをさらに含む
、請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　囲まれたエリア内で行なわれる一つまたは複数の手順の自動化されたモニタリングのた
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めのシステムであって、当該システムは：
　囲まれたエリア内で撮像装置によって捕捉された画像データを受領するよう構成された
画像データ入力部と；
　前記囲まれたエリアから一つまたは複数の臭いを検出するよう構成された臭いセンサー
から信号を受領し、前記臭いセンサーから受領された信号を臭いデータベースに記憶する
よう構成された臭い入力部と；
　規則およびスケジュール・データベースと；
　前記撮像装置、前記臭いセンサーおよび前記規則およびスケジュール・データベースと
通信するコンピューティング装置とを有しており、前記コンピューティング装置は：
　前記画像データに対して画像処理を実行して、前記囲まれたエリアにおける一つまたは
複数のオブジェクトおよび一または複数の人物を識別し；
　前記画像データに対して画像処理を実行して前記一つまたは複数のオブジェクトの、ま
たは前記一または複数の人物による一つまたは複数の動きを検出し；
　識別されたオブジェクトおよび人物、検出された動きおよび前記臭いデータベースに記
憶されている検出された一つまたは複数の臭いに関係するコンテキスト・データを記憶し
；
　前記コンテキスト・データを解析して、前記規則およびスケジュール・データベースに
おける対応する事前記憶されたデータ・パラメータとの相関を調べるよう構成されている
、
システム。
【請求項１６】
　囲まれたエリア内で行なわれる一つまたは複数の手順の自動化されたモニタリングのた
めのシステムであって、当該システムは：
　撮像装置によって取得された画像データから、前記囲まれたエリアにおける一つまたは
複数のオブジェクトおよび一または複数の人物を識別する段階と；
　前記囲まれたエリアから得られた、前記画像データ、音データベースに記憶されたオー
ディオ・データおよび臭いデータベースに記憶された臭いデータに基づいて、前記囲まれ
たエリア内で生起している活動を判別する段階と；
　前記囲まれたエリア内で生起している活動を、規則およびスケジュール・データベース
に記憶されている、対応するデータと比較する段階と；
　比較された活動と、前記規則およびスケジュール・データベースによって生成された判
断とに基づいて、実行されるべきアクションを選択する段階
とを実行するようプログラムされた少なくとも一つのコンピュータ・プロセッサを有する
、
システム。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つのコンピュータ・プロセッサがさらに：
　動きセンサーによって捕捉された動きデータを取得し、
　前記動きデータに基づいて前記活動を判別するようプログラムされている、
請求項１６記載のシステム。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つのコンピュータ・プロセッサがさらに：
　前記撮像装置によって捕捉された前記画像データに基づいて、前記囲まれたエリアにお
ける一または複数の人物の動きを識別するようにプログラムされている、
請求項１６記載のシステム。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つのコンピュータ・プロセッサがさらに：
　識別された動きに基づいて前記活動を判別するようプログラムされている、
請求項１８記載のシステム。
【請求項２０】
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　前記活動が、前記規則およびスケジュール・データベースにおける一つまたは複数の規
則に違反した後、実行されるべき前記アクションは：
　ケア担当者に対して、患者が前記一つまたは複数の規則に違反したというアラートを発
することを含む、
請求項１６記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　病院、介護施設（ALF:　assisted-living　facility）および保育施設（nursery）とい
った施設は、子供、高齢者および障害者といった、自立できず、特別なケアを必要とする
個人にサービスを提供する。これらの個人はしばしば絶えずモニタリングされ、世話され
る必要がある。施設の利用者をモニタリングすることのほか、イベントをモニタリングし
、施設内部での健康および安全に関する手順を実施することも、施設入所者または患者の
福利を保証するためには必要である。病院では、各病室にいる患者の状態のモニタリング
に加えて、さまざまな医療設備および装置の状態のモニタリングを、そうしたモニタリン
グを実施するために常時医療人員に頼る必要なく行なうことも非常に有用であろう。大き
な病院またはホスピスでは、必要とされ、スケジュールされた手順の一貫したコンプライ
アンスおよびモニタリングを保証することは、常時追跡される必要のある多数の患者や入
所者がいることがある場合には、困難でありうる。そうした施設および人員の、スケジュ
ールされたタスクへのコンプライアンスのモニタリングのための自動化されたシステムは
、モニタリング効率を大幅に高め、事故を低減または防止し、コンプライアンスを改善し
、そうした施設の運営に関わる全体的なコストを削減することができる。自動化されたモ
ニタリング・システムの適用から恩恵を受けることのできる他の施設は、倉庫、オフィス
、店舗、デイケア・センター、公園、動物園および学校である。
【０００２】
　閉回路テレビジョン（CCTV:　closed　circuit　television）のような撮像装置を使っ
たモニタリング・システムが、施設をモニタリングするために広く使われている。しかし
ながら、これらのモニタリング・システムの多くは自動化されておらず、施設およびその
人員のモニタリングを実施するには、いまだ人間の介入を必要とする（たとえば、誰かが
CCTVフィードを見ていなければならない）。よって、施設の部屋またはエリアにおける入
所者、人員、患者、利用者、アクション、手順、イベント、タスクおよびオブジェクトを
モニタリングするための自動化されたシステムの必要性がある。
【０００３】
　特許文献１は、患者、患者の活動および少なくとも一つの医療装置をモニタリングする
患者モニタリング・システムを開示し、音を検出するためのマイクロフォンの使用も開示
している。特許文献２は、モニタリングされるエリア内で起こるアクションを判別するモ
ニタリング・システムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第2013/0314522号
【特許文献１】米国特許出願公開第2012/0075464号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示は、検出されたおよび識別されたパラメータからの決定された手順および事前に
記憶されているデータおよびパラメータとの比較に基づいて、対応するアクションを実行
する自動化されたモニタリング・システムおよび方法を提供することによって、上述した
従来技術に対する改善を提供する。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本開示は、一つまたは複数の手順の自動化されたモニタリングのための方法であって：
囲まれたエリアの撮像装置によって捕捉された画像データを一つまたは複数のプロセッサ
によって取得する段階と；前記囲まれたエリアから音センサーによって捕捉されたオーデ
ィオ・データを前記一つまたは複数のプロセッサによって取得する段階と；前記囲まれた
エリアから臭いセンサーによって捕捉された臭いデータを前記一つまたは複数のプロセッ
サによって取得する段階と；前記画像、オーディオおよび臭いデータに基づいて前記一つ
または複数のプロセッサによって、前記囲まれた領域で生起している活動を判別する段階
であって、前記画像データに対して画像処理を実行することによって一つまたは複数のオ
ブジェクトまたは人物が識別される、段階と；判別された活動を、規則およびスケジュー
ル・データベースに以前に記憶された対応するデータおよびパラメータと、前記一つまた
は複数のプロセッサによって比較する段階と；比較された活動および前記規則およびスケ
ジュール・データベースによって生成された判断に基づいて、実行されるべきアクション
を、前記一つまたは複数のプロセッサによって選択する段階とを含む、方法に関する。
【０００７】
　さまざまな実施形態において、当該方法はさらに、動きセンサーによって捕捉された動
きデータを取得する段階を含んでいてもよく、前記判別はさらに前記動きデータに基づく
。さまざまな実施形態において、当該方法は追加的または代替的に、前記撮像装置によっ
て捕捉された前記画像データに基づいて前記囲まれたエリアにおける一または複数の人物
の動きを識別することを含んでいてもよい。さまざまなバージョンにおいて、前記判別は
さらに、該識別された動きに基づいていてもよい。
【０００８】
　さまざまな実施形態において、前記活動は、前記規則およびスケジュール・データベー
スにおける一つまたは複数の規則に違反していることがありうる。さまざまなバージョン
において、実行されるべきアクションは、患者またはケア担当者に対して、患者が前記一
つまたは複数の規則に違反したというアラートを発することを含んでいてもよい。さまざ
まなバージョンにおいて、前記一つまたは複数の規則は、患者が所定の時間期間にわたっ
て絶食しているはずであるという規則および／または患者が所定の時間期間の間、眠って
いるはずであるという規則を含んでいてもよい。
【０００９】
　さまざまな実施形態において、前記臭いデータは、前記囲まれたエリアにおける尿、便
または嘔吐物の臭いを含んでいてもよい。さまざまなバージョンにおいて、実行されるべ
きアクションは、前記囲まれているエリアにおいてシーツまたは患者が身につけているお
むつを交換するようケア担当者に促すアラートを発することを含んでいてもよい。さまざ
まな実施形態において、前記臭いデータは、前記囲まれたエリアにおけるタバコの臭いを
含んでいてもよい。
【００１０】
　さまざまな実施形態において、本方法はさらに、前記捕捉された画像データに対して画
像処理を実行して、前記囲まれたエリアにおける一または複数の人物を識別することを含
んでいてもよい。さまざまなバージョンにおいて、前記画像処理は、前記一または複数の
人物が身につけている視覚的な印の識別を含んでいてもよい。さまざまなバージョンにお
いて、前記画像処理は、前記一または複数の人物の顔認識を含んでいてもよい。さまざま
な実施形態において、当該方法はさらに、前記捕捉された画像データに対してオブジェク
ト認識を実行して、前記囲まれたエリアにおける医療設備を識別することを含んでいても
よい。
【００１１】
　本開示は、囲まれたエリア内で起こる一つまたは複数の手順の自動化されたモニタリン
グのためのシステムであって：囲まれたエリア内の画像データを捕捉する撮像装置と；前
記囲まれたエリアから一つまたは複数の臭いを検出する臭いセンサーと；規則およびスケ
ジュール・データベースと；前記撮像装置、前記臭いセンサーおよび前記規則およびスケ
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ジュール・データベースと通信するコンピューティング装置とを有するシステムに関する
。前記コンピューティング装置は：前記画像データに対して画像処理を実行して、前記囲
まれたエリアにおける一つまたは複数のオブジェクトおよび一または複数の人物を識別し
；前記画像データに対して画像処理を実行して前記一つまたは複数のオブジェクトの、ま
たは前記一または複数の人物による一つまたは複数の動きを検出し；識別されたオブジェ
クトおよび人物、検出された動きおよび検出された臭いに関係するコンテキスト・データ
を処理し、記憶し；前記コンテキスト・データを解析して、前記規則およびスケジュール
・データベースにおける対応する事前記憶されたデータ・パラメータとの相関を調べるよ
う構成されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本開示のさらなる理解を提供するために含められている付属の図面は、本開示の実施形
態を例解するためにここに組み込まれる。本記述と一緒になって、それらの図面も本開示
の原理を説明するはたらきをする。
【図１】本開示のある例示的実施形態に基づく、自動化されたモニタリング・システムの
ブロック図である。
【図２】介護施設の部屋をモニタリングするための自動化されたモニタリング・システム
の例を示す図である。
【図３】スケジュールされた患者訪問に関して医療人員にアラートするための自動化され
たモニタリング・システムの例を示す図である。
【図４】本開示のある例示的実施形態に基づくフローチャートである。
【図５】本開示のある例示的実施形態に基づく、囲まれたエリア内で起こる手順の決定の
ためのフローチャートである。
【図６】判別された手順と、規則およびスケジュール・データベースにおける対応する事
前記憶されたパラメータとの間の比較のためのフローチャートである。
【図７】比較された手順と、規則およびスケジュール・データベースを使ってコンピュー
ティング装置によって生成された判断とに基づく対応するアクションの実行のためのフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　下記は、本開示のさまざまな実施形態において使われる用語の定義である。
【００１４】
　本稿で使われるところの用語「手順」（procedure）は、アクション、イベント、クリ
ーニングまたは保守〔メンテナンス〕タスクのようなタスクおよび医療手順、試験または
検査のような手順をまとめて指すために使われる。本稿で使われるところの用語「手順デ
ータベース」は、一つまたは複数の手順、タスクまたはイベントに対応するまたは関係す
るデータおよび事前記憶されたパラメータを含むデータベースを指す。
【００１５】
　本稿で使われるところの用語「部屋」は、一または複数の人またはオブジェクトがある
または占めていることのできる、一つまたは複数の壁、床および天井によって実質的にま
たは完全に囲まれた空間を指す。本稿で使われるところの用語「病院の部屋」は、病院の
ような医療施設における部屋を指す。病室は典型的には一つまたは複数の病院設備、装置
、部屋および施設ならびに患者、医療人員および訪問者を含むであろう。本稿で使われる
ところの用語「介護施設の部屋」および「ALFの部屋」は、さまざまな型の健康および医
療に関係したサービス、パーソナル・ケアまたはパーソナル介助サービス、たとえば看護
、医療およびハウスキーピング・サービスを提供するよう設計されたALFにおける部屋を
指す。ALFの例は、障害者および高齢者のための居住施設である。本稿で使われるところ
の用語「保育室」は、乳幼児および子供が一または複数のケア提供者と一緒に一時的に入
れられうる部屋または施設を指す。保育室は、少なくとも一の子供、付添人および少なく
とも一人の保育スタッフを含みうる。
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【００１６】
　本稿で使われるところの用語「医療場面」は、その場面にコンテキストを与える関心対
象の特定のオブジェクトおよび人物を含む医療または健康施設内の部屋における場面を指
す。たとえば、モニタリング・システムが患者およびX線技師の存在を検出し、モニタリ
ング・システムが該患者およびX線技師を、その特定の時点またはその時点の近くに病院
のX線室にいることがスケジュールされていると正しく識別することは、モニタリング・
システムに対して、その特定の技師および患者に関してX線室においてX線スキャンが実行
されようとしていることを示す。
【００１７】
　本稿で使われるところの用語「規則およびスケジュール・データベース」は、一つまた
は複数の規則、スケジュールおよび対応するアクションもしくは判断に対応するまたは関
係するデータおよび事前記憶されたパラメータを含むデータベースを指す。該対応するア
クションまたは判断は、それらの事前記憶されたデータおよびパラメータの、検出、モニ
タリングまたは測定された一つまたは複数のパラメータとの比較から帰結する。
【００１８】
　本稿で使われるところの用語「コンピューティング装置」は、プログラムされる、数学
的および論理的演算を実行するまたはデータおよびそうした演算のいずれかの結果を表示
および処理することのできる任意の装置を指す。コンピューティング装置は、たとえば一
つまたは複数のバスを介して接続されて、一つまたは複数のプロセッサ、一つまたは複数
の型のメモリ（たとえば、RAMのような揮発性メモリ、ハードドライブのような不揮発性
メモリ）、該メモリに含まれる少なくとも一つのコンピュータ・プログラムおよび／また
はオペレーティング・システム、電源、入出力装置などといった標準的なコンピューティ
ング・コンポーネントを含んでいてもよい。コンピューティング装置は、さまざまな形状
因子であることができ、デスクトップ・コンピュータ、ラップトップ・コンピュータ、タ
ブレット・コンピュータ、スマートフォン、スマート腕時計およびスマート眼鏡のような
ウェアラブル・コンピューティング装置、セットトップボックスなどを含むがそれに限ら
れない。
【００１９】
　本開示は、一つまたは複数の手順の自動化されたモニタリングのための方法であって：
囲まれたエリアの、撮像装置によって捕捉された画像データを、一つまたは複数のプロセ
ッサによって取得する段階と；前記囲まれたエリアから音センサーによって捕捉されたオ
ーディオ・データを前記一つまたは複数のプロセッサによって取得する段階と；前記囲ま
れたエリアから臭いセンサーによって捕捉された臭いデータを前記一つまたは複数のプロ
セッサによって取得する段階と；前記画像、オーディオおよび臭いデータに基づいて前記
一つまたは複数のプロセッサによって、前記囲まれた領域で起こっている活動を判別する
段階であって、前記画像データに対して画像処理を実行することによって一つまたは複数
のオブジェクトまたは人物が識別される、段階と；判別された活動を、規則およびスケジ
ュール・データベースに以前に記憶された対応するデータおよびパラメータと、前記一つ
または複数のプロセッサによって比較する段階と；比較された活動と、前記規則およびス
ケジュール・データベースによって生成された判断とに基づいて、実行されるべきアクシ
ョンを、前記一つまたは複数のプロセッサによって選択する段階とを含む、方法に関する
。
【００２０】
　本開示は、囲まれたエリア内で起こる一つまたは複数の手順の自動化されたモニタリン
グのためのシステムであって：囲まれたエリア内の画像データを捕捉する撮像装置と；前
記囲まれたエリアから一つまたは複数の臭いを検出する臭いセンサーと；規則およびスケ
ジュール・データベースと；前記撮像装置、前記臭いセンサーおよび前記規則およびスケ
ジュール・データベースと通信するコンピューティング装置とを有するシステムにも関す
る。前記コンピューティング装置は：前記画像データに対して画像処理を実行して、前記
囲まれたエリアにおける一つまたは複数のオブジェクトおよび一または複数の人物を識別
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し；前記画像データに対して画像処理を実行して前記一つまたは複数のオブジェクトの、
または前記一または複数の人物による一つまたは複数の動きを検出し；識別されたオブジ
ェクトおよび人物、検出された動きおよび検出された臭いに関係するコンテキスト・デー
タを処理し、記憶し；前記コンテキスト・データを解析して、前記規則およびスケジュー
ル・データベースにおける対応する事前記憶されたデータ・パラメータとの相関を調べる
よう構成されていてもよい。
【００２１】
　本開示のある実施形態では、方法は、一つまたは複数の手順の自動化されたモニタリン
グに向けられ：コンピューティング装置に接続された撮像装置を使ってオブジェクトおよ
び人物を識別し、動きを検出する段階であって、前記コンピューティング装置は少なくと
も一つのデータベースに接続されている、段階と；前記コンピューティング装置に接続さ
れている音センサーを使って部屋の中の音を捕捉する段階と；臭いセンサーを使って臭い
を検出する段階と；前記識別されたオブジェクトおよび人物、検出された動き、捕捉され
た音および検出された臭いを、手順データベースおよび他のデータベース、たとえば音デ
ータベース、臭いデータベース、人員データベースおよびオブジェクト・データベースに
おける対応する事前記憶されたパラメータと比較することによって手順またはイベントを
判別する段階と；判別された手順を、規則およびスケジュール・データベースにおける対
応する事前記憶されたパラメータと比較する段階と；前記比較された手順および前記規則
およびスケジュール・データベースによって生成された判断に基づいて、対応するアクシ
ョンを実行する段階とを含む。ある例示的実施形態では、人物、オブジェクト、動き、音
および臭いに関係するデータは、それぞれ人員データベース、オブジェクト・データベー
ス、動きデータベース、音データベースおよび臭いデータベースに記憶される。
【００２２】
　本開示のもう一つの実施形態では、一つまたは複数の手順の自動化されたモニタリング
のためのシステムが提供され、該システムは：オブジェクトおよび人物を識別し、動きを
検出するための撮像装置と；前記オブジェクトおよび人物からの音を捕捉するための音セ
ンサーと；臭いを検出するための臭いセンサーと；手順データベースと；規則およびスケ
ジュール・データベースと；音データベースと；臭いデータベースと；前記識別されたオ
ブジェクトおよび人物、検出された動き、捕捉された音、検出された臭いに関係するデー
タを処理し、記憶するとともに、前記データを解析し、前記手順データベース、規則およ
びスケジュール・データベース、人員データベース、オブジェクト・データベース、音デ
ータベースおよび臭いデータベースを含むデータベースにおける対応する事前記憶された
パラメータおよびデータと比較するための、前記撮像装置、音センサーおよび臭いセンサ
ーに接続されたコンピューティング装置とを有する。
【００２３】
　病院または施設の財務能力または予算に依存して、施設所有者または管理者は、集中治
療室または手術室のような枢要な施設部屋およびエリアにおいてのみ本開示の方法および
システムを実装することを選んでもよい。
【００２４】
　図１に示される本開示のある例示的実施形態では、自動化されたモニタリング・システ
ム１００は撮像装置１０２、音センサー１０４、臭いセンサー１０６および／または動き
センサー１０８を含んでいてもよい。これらのコンポーネントは、コンピューティング装
置１１０と通信してもよい。コンピューティング装置１１０は、図１に描かれていない他
の標準的なコンピューティング・コンポーネントの中でも、通信モジュール１１２を含ん
でいてもよい。コンピューティング装置１１０は、音データベース１１４、臭いデータベ
ース１１６、手順データベース１１８、規則およびスケジュール・データベース１２０、
人員データベース１２２および／またはオブジェクト・データベース１２４とも（たとえ
ば一つまたは複数のネットワーク１２６を介して）通信してもよい。データベース１１４
、１１６、１１８、１２０、１２２および／または１２４は、コンピューティング装置１
１０の近傍内に（たとえば同じ部屋の中にまたは同じコンピューティング装置内に）存在
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してもよく、あるいはクラウドまたはネットワーク１２６を通じてコンピューティング装
置１１０に接続されたスタンドアローンのコンピューティング装置であってもよい。デー
タベース１１４、１１６、１１８、１２０、１２２および／または１２４はそれぞれ、別
個のコンピューティング・システム上で実装されてもよく、あるいはまとめて、サーバー
・ファームのブレード・サーバーのような一つまたは複数のコンピューティング・システ
ムを横断して分散されてもよい。
【００２５】
　図１に示される例に示されるように、メイン・サーバー１２８がネットワーク１２６と
通信してもよい。加えて、メイン・サーバー１２８は、セキュリティー・モニタリング装
置１３０、人員モニタリング装置１３２および監督者モニタリング装置１３４と通信して
もよい。セキュリティー・モニタリング装置１３０、人員モニタリング装置１３２および
監督者モニタリング装置１３４は、ラップトップ・コンピュータ、デスクトップ・コンピ
ュータ、携帯電話、タブレット・コンピュータ、セットトップボックス、PDAまたはコン
ピューティング装置についての他の一般的な形状因子のいずれであってもよい。
【００２６】
　撮像装置１０２は、画像、ビデオおよびオブジェクトもしくはシーンの他の形のデジタ
ルもしくは電子的表現を捕捉、記録または記憶することのできるいかなる装置であっても
よい。さまざまな実施形態に組み込まれている撮像装置は、さまざまな形でありうる。こ
れらの形はよく知られており、商業的に入手可能である。一般的に使われている撮像装置
は、半導体の電荷結合素子（CCD）または相補的金属‐酸化物‐半導体（CMOS）での能動
ピクセルセンサーである。撮像装置の例は、デジタルカメラ、ビデオカメラ、閉回路テレ
ビジョン（CCTV）、ウェブカメラおよびスマートカメラを含みうる。
【００２７】
　音センサー１０４は、音のデジタル表現を捕捉、記録または記憶することのできるいか
なるデバイスであってもよい。音センサー１０４は、さまざまな形をとりうる。その大半
はよく知られており、商業的に入手可能である。これらの音センサーの多くは、マイクロ
フォン・ベースである。マイクロフォン・ベースの音センサーの例は、圧電マイクロフォ
ン、MEMSマイクロフォン、コンデンサー・マイクロフォン、ファイバー・オプティック・
マイクロフォン、エレクトレット・コンデンサー・マイクロフォン、ダイナミック・マイ
クロフォン、リボン・マイクロフォン、カーボン・マイクロフォン、レーザー・マイクロ
フォンおよび液体マイクロフォンを含む。音センサーによって捕捉された音データは、い
くつかの実施形態では、音データベース１１４に記憶されてもよい。
【００２８】
　臭いセンサー１０６は、感知される臭いを表わす臭いデータを捕捉、記録および／また
は記憶することのできるいかなるデバイスであってもよい。臭いセンサーは代替的に「電
子鼻」と称されてもよい。本開示における使用のために適切なさまざまな型の臭いセンサ
ー１０６が知られており、商業的に入手可能である。臭いセンサー１０６は、伝導性ポリ
マー、ポリマー複合材、金属‐酸化物半導体、水晶振動子マイクロバランス、表面弾性波
、質量分析および超高速ガスクロマトグラフィーといった、さまざまな技法に基づいて動
作しうる。これらの臭いセンサー１０６によって収集されたデータは、臭いに関係したデ
ータを解析するために、人工知能、深層学習、ファジー論理、人工ニューラルネットワー
ク、パターン認識などといった他の技術との関連で使用されてもよい。捕捉された臭いデ
ータは、臭いデータベース１１６に記憶されてもよい。
【００２９】
　本開示に基づいて使用されうる動きセンサー１０８は、赤外線、光、マイクロ波、超音
波、音響または断層撮影センサーに基づくものおよび人感センサーのカテゴリーにはいる
ものである。本開示に基づいて使用されるセンサーは、受動的または動的な型であっても
よく、あるいは両者の組み合わせであってもよい。受動的赤外線センサーは、熱の動きを
検出することによって機能し、動いているボディによって放射される赤外線放射を検出す
るよう設計された焦電気センサーを含む。受動赤外線センサーがボディ熱動きを検出する
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とき、センサーはそれに接続された照明システムがあればそれを作動させてもよい。
【００３０】
　レーダー・センサーと似ている超音波センサーは、ドップラー・シフト原理に基づく、
超音波センサーはモニタリングされるエリアにおいて高周波数の音波を送信し、反射され
た波パターンを検出する。連続的に変化する反射パターンを検出するときは、自動化され
たモニタリング・システム１００はそれを、誰かが部屋にいることを意味すると解釈し、
室内の照明がスイッチオンされる。反射パターンが所与の時間期間にわたって変わらない
場合、センサーは、部屋は無人であると想定し、照明はオフにされる。
【００３１】
　マイクロ波センサーは、高周波数のマイクロ波を送信するという点のほかは同様に機能
する。マイクロ波センサーは、非常に敏感であり、1500フィートもの検出レンジをもつこ
とができるという利点をもたらす。モノスタティック型が、それが放出するマイクロ波ビ
ームに基づいて検出エリアを定義するために使用されることができ、直線距離で400フィ
ートまでの検出レンジをもつことができる。ユーザーは、意図される用途に依存して、た
とえば長い、狭い、短いまたは楕円形などのビーム構成を変えてもよい。バイスタティッ
ク・バージョンは、直線距離1500フィートまでの、より長い検出レンジをもたらすが、モ
ノスタティック・センサーほど精密な検出のエリアを定義することを許容するものではな
い。多くの動き検出器が15フィートまで検出できる一方、断層撮影ベースの動きセンサー
は大きなエリアをカバーする機能およびたいていの壁や障害物を貫通して、送信機の位置
におけるだけでなく複数の位置を検出する能力を提供する。
【００３２】
　偽警報の発生を最小化するために、赤外線およびマイクロ波動きセンサーの組み合わせ
のような、異なる型の動きセンサー１０８の組み合わせが使用されてもよい。たとえば、
赤外線センサーによる動きの検出が、マイクロ波センサーをトリガーするために使われる
ことができる。マイクロ波センサーのほうがトリップする閾値が高いので、赤外線センサ
ーによる動きの検出に続いてマイクロ波センサーも動きを検出するときにのみアラームま
たはアラートがトリガーされる。
【００３３】
　通信モジュール１１２は、たとえばコンピューティング装置１１０と撮像センサー１０
２、音センサー１０４および臭いセンサー１０６などのセンサーの任意の一つとの間また
はコンピューティング装置１１０と図１に描かれる他のコンピューティング装置およびシ
ステムとの間の通信――コマンド、トリガー、通知、プロンプト、受け取り確認、情報、
メッセージ、フォームおよびさまざまな型のデータ、たとえばビデオ、テキストおよびオ
ーディオの送受信――を容易にするスタンドアローンの装置または装置のコンポーネント
であってもよい。コンピューティング装置１１０とさまざまなセンサーとの間だけでなく
、さまざまなセンサーの間での直接通信も本開示の種々の実施形態に基づいて行なわれて
もよい。このように、本開示のある例示的実施形態では、コンピューティング装置１１０
および各センサーは、互いとのおよび他の装置およびネットワークとの通信を許容するた
めに、自分の通信モジュールを有していてもよい。本稿で使われるところでは、装置が互
いと「通信する」と記載されるとき、それはさまざまな無線技術（たとえばWi-Fi、Bluet
ooth（登録商標）、ZigBee、符号化された光、方向付けられたオーディオなど）および／
またはさまざまな型の物理的接続またはチャネル、たとえば導線、光ファイバー、イーサ
ネット（登録商標）などを使う通信を指すことがある。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、コンピューティング装置１１０は、初期に一つまたは複数の
コマンドを通信モジュール１１２を介して一つまたは複数のセンサーに送って、該センサ
ーをスリープ状態または他の低電力状態から覚醒させてもよい。トリガーされたセンサー
のそれぞれは、次いで、受け取り確認を自分の通信モジュール（図１には示さず）を介し
てコンピューティング装置１１０に送信して、自らがアクティブ化されたことを伝達して
もよい。あるいはまた、コンピューティング装置１１０による第一のセンサーのアクティ
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ブ化に続いて、（コンピューティング装置１１０ではなく）該第一のセンサーが他のセン
サーを、それらのセンサー自身の通信モジュールを通じてトリガーしてもよい。ある例示
的実施形態では、各センサーはコンピューティング装置１１０にデータを送ったりコンピ
ューティング装置１１０からデータを受信したりし、次いでコンピューティング装置１１
０は通信モジュール１１２を通じてネットワーク１２６を介してメイン・サーバー１２８
またはデータベース１１４、１１６、１１８、１２０、１２２および１２４のうちの少な
くとも一つに、データを送信してもよい。本開示のもう一つの実施形態では、センサーは
、まずデータをコンピューティング装置１１０に送るのではなく、自分の通信モジュール
を介して、直接、ネットワーク１２６を介して、データベース１１４、１１６、１１８、
１２０、１２２および１２４またはメイン・サーバー１２８のうちの任意のものにデータ
を送信したり、あるいはかかる任意のものとデータを交換したりしてもよい。
【００３５】
　本開示のさまざまな実施形態によれば、通信モジュール１１２は、Wi-Fi、Bluetooth（
登録商標）、赤外線、NFC、無線周波数、セルラー通信、可視光通信、Li-Fi、WiMAX、Zig
Beeおよび他の形の無線通信のために使われるいかなる送信器または受信器を含んでいて
もよい。あるいはまた、通信モジュール１１２はネットワーク１２６に、USBケーブル、
光ファイバーまたは他の有線の通信形態のような物理的なチャネルを介して接続されても
よい。
【００３６】
　本開示のさまざまな側面によれば、オブジェクトおよび人物が、撮像装置１０２によっ
て捕捉される画像データを使って検出され、識別されてもよい。オブジェクトおよび人物
の検出は、捕捉された画像に基づいて、パターン認識、画像認識、画像位置合わせ、オブ
ジェクト認識、顔認識、特徴抽出、色認識、光学式文字認識、自己運動、追跡およびオプ
ティカルフローのようなタスクをカバーする動き解析、姿勢推定、機械視覚、機械学習、
コンテンツ・ベースの画像検索、形状認識、人工知能、ニューラルネットワークおよび画
像処理の他の方法ならびに他の型のコンピュータビジョン・ベースの技術といった、さま
ざまな技法を使って達成されうる。病院の人員に関係するデータ、たとえば医師、看護師
、保安および保守スタッフの画像が人員データベース１２２に記憶されてもよい。病院設
備、デバイスおよび医療用品に関係するデータがオブジェクト・データベース１２４に記
憶されてもよい。
【００３７】
　本開示のある例示的実施形態では、撮像装置１０２は、たとえば病室の前に設置された
動きセンサー１０８と一緒に使われて、ドアを自動的に開くことを許容したり、部屋には
いることを望む（または部屋にはいる）者の存在またはそれが誰であるかを検出したりし
てもよい。いくつかの実施形態では、一つまたは複数の動きセンサー１０８が病院または
ALF部屋のような部屋の内部のさまざまな位置に戦略的に設置されてもよい。動きセンサ
ー１０８が動きを検出するとき、動きセンサーは音センサー１０４、臭いセンサー１０６
および撮像装置１０２のような他のセンサーをアクティブ化してもよい。たとえば、動き
センサー１０８が動きを検出するとき、自動化されたモニタリング・システム１００は、
撮像装置１０２によって捕捉された画像データを使って部屋の内部にいる人物の適時かつ
正確な検出および認識を許すよう、室内の照明を（初期にスイッチオフされていれば）オ
ンにしてもよい。
【００３８】
　さまざまな実施形態において、病院、ALFまたは保育園におけるスケジュールされた手
順、タスク、イベント、保守および訪問が、手順データベース１１８および／または規則
およびスケジュール・データベース１２０においてエンコードされ、記憶されてもよい。
たとえば、手順データベース１１８は、要求された患者訪問、患者検査および他の医療手
順、病院部屋保守タスク、スケジュールされた保安検査などを記憶してもよい。その際、
必要の緊急性、一または複数の医療人員の利用可能性、医療手順のために要求される病院
施設の利用可能性、必要とされる医療用品の利用可能性などに依存して、要求された各タ
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スクまたは手順のスケジューリングを実行するために、コンピュータ・プログラムが使わ
れてもよい。ひとたびこれらのタスクおよび手順についてのスケジュールが固定されたら
、自動化されたモニタリング・システム１００はこれらのスケジュール・タスク、イベン
トおよび手順を規則および手順データベース１１８中にエンコードする。
【００３９】
　さまざまな手順のためのスケジュールは規則およびスケジュール・データベース１２０
において記憶されてもよい。一方、ペンディング・タスクは手順データベース１１８に記
憶されてもよい。まだ実行されておらず、再スケジュールもされていない以前にスケジュ
ールされたタスクは、ペンディング・タスクとして割り当てられてもよく、手順データベ
ース１１８などに記憶されてもよい。いくつかの実施形態では、規則およびスケジュール
・データベース１２０は、スケジュールされた各タスクがモニタリングされる順序、どの
くらい頻繁にモニタリングするか、タスクまたはタスクの一部が実行されなかった場合の
代替アクションは何であるべきか、などを規定してもよい。たとえば、自動化されたモニ
タリング・システム１００に関連付けられた一つまたは複数のコンピューティング装置は
、薬のスケジュールされた投与が患者の食事の前に実行されかどうかを検出してもよく、
その特定の薬が食後に投与されるはずのものであった場合には、医療人員に通知してもよ
い。また、自動化されたモニタリング・システム１００に関連する一つまたは複数のコン
ピューティング装置は、保守人員がある病院部屋におけるあるエリアを清掃し忘れた場合
に、電子メール、電話コールおよび／またはテキスト・メッセージを介して保守部局に通
知してもよい。自動化されたモニタリング・システム１００に関連する一つまたは複数の
コンピューティング装置は、たとえば、自動化されたモニタリング・システム１００の、
ある病院部屋における臭いセンサー１０６が突然室内で悪臭を検出する場合に、スケジュ
ールされていないイベントを適切な部局に通知してもよい。手順データベース１１８およ
び規則およびスケジュール・データベース１２０と関連して、会計および請求データベー
ス（図示せず）など、他の型のデータベースが使われてもよい。
【００４０】
　一例として、騒音および訪問時間に関する病院規則が毎日、深夜以降に、すべての病室
で施行されているとする。ある例示的実施形態では、自動化されたモニタリング・システ
ム１００は、深夜零時から午前七時までの間など設定された時間区間にわたって、大きな
騒音、患者がベッドから落ちることまたは浴室で転倒すること、人々が話すこと、叫ぶこ
と、大きな音での音楽再生、たたく音、アラーム、ベル、おもちゃの音、サイレンおよび
ラジオ、テレビジョン、コンピュータ、ラップトップなどからくる大きな音に対応する音
をモニタリングおよび検出するよう構成されてもよい。いくつかの実施形態では、自動化
されたモニタリング・システム１００は、ある閾値より上の音レベルが検出されるときに
アラートを発するだけであるよう構成されてもよい。このようにして、休んでいるまたは
眠っている患者を通常なら乱したり、覚醒させたりするであろう音が自動化されたモニタ
リング・システム１００によって検出されうるが、アラートまたは通知がトリガーされて
病院スタッフまたはセキュリティーに送信されることはない。
【００４１】
　さまざまな実施形態において、尿、便、嘔吐物の臭い、薬の臭い、焦げる臭いなどのあ
る種の臭いおよび／または室内の煙も、本開示によって、臭いセンサー１０６および煙検
出器を使ってモニタリングされ、検出されることができる。いくつかの実施形態では、自
動化されたモニタリング・システム１００は、一つまたは複数の検出された臭いに応答し
て、たとえばエリア内の人および／または医療設備のような他のデータ点の検出の関連で
、一つまたは複数のアラートを発するよう構成されてもよい。たとえば、患者の私室のよ
うな囲まれた領域において便、尿および／または嘔吐物の臭いが検出される場合、シーツ
を清掃する、おむつを交換するまたは他の適切な応答行動をするよう一または複数のケア
担当者を促すために、自動化されたモニタリング・システム１００はアラートを発しても
よい（たとえば、電子メールまたはテキスト・メッセージを送るまたは公共アナウンス・
システムを通じて可聴アナウンスをする）。



(13) JP 6839205 B2 2021.3.3

10

20

30

40

50

【００４２】
　病室における患者以外の訪問者または人物の存在は、撮像装置１０２を使って、任意的
には少なくとも一つの動きセンサー１０８との関連で、検出されうる。いくつかの実施形
態では、病院敷地内のすべての患者、医療人員、保守スタッフ、保安人員、管理人員およ
び他のすべての病院従業員は、その人々を識別するための何らかの種類の視覚的な印を含
むユニフォームを着用することが要求されてもよい。この視覚的な印は大型のバーコード
などいろいろな形でありえ、患者の病衣または医師のユニフォームの前および／または後
など、人物のさまざまな位置に配置されうる。いくつかの実施形態では、視覚的指示は、
人物の完全な名前、部局および地位をも、たとえばバーコードに隣接して、含んでいても
よい。
【００４３】
　あるいはまた、病衣またはユニフォームの識別用の印は、パターンまたは記号の集合を
含んでいてもよい。パターンまたは記号の集合は各病院従業員または患者に一意的であっ
てもよく、本開示の自動化されたモニタリング・システム１００が、たとえば面会時間を
過ぎてまだ室内にいる個人を区別するのを容易にする。いくつかの実施形態では、すべて
の病院訪問者は、バーコード・ピン、RFIDタグまたははがせる訪問者識別シールであって
訪問者の衣服の前後両方に配置することのできるもののような識別用の印を身につけるこ
とを要求されてもよい。このように、面会時間を超えて病室に留まる訪問者は簡単に追跡
することができ、面会時間が終わったときに適切に通知またはアラートされることができ
る。すべての訪問者にこれらの識別用の印のいずれかを身につけるよう求めることで、自
動化されたモニタリング・システム１００はどの人物をも識別できるようになり、病院内
のどの部屋へも、いかなる許可されない入室も防止しうる。たとえば、自動化されたモニ
タリング・システム１００は、病院管理部によって事前に許可され、許可が自動化された
モニタリング・システム１００に入れられる場合のほかは、患者の見舞客が病院の検査室
またはMRI室にはいることを防ぎうる。許可は、主要な主治医または病院管理者によって
、その人に病院が支給したポータブル装置１３４を介して、あるいは自動化されたモニタ
リング・システム１００の管理者によって、出されてもよい。自動化されたモニタリング
・システム１００の管理者はたとえば、病院長または管理部とよく連携して働く病院のIT
部局の長であることができる。
【００４４】
　本開示の自動化されたモニタリング・システム１００は、禁止された活動を識別するた
めに、病院または介護施設の部屋などの部屋をモニタリングするためにも有用でありうる
。たとえば、モニタリング・システム１００は、たとえば空腹時血液検査の前に、ある時
間期間にわたって絶食することが求められている患者をモニタリングしてもよい。オブジ
ェクト認識、臭い検出および／または放射検出を使って、モニタリング・システム１００
は、たとえば訪問者が、病院設備の動作に干渉しうる、あるいは患者または滞在者の既存
の疾病または状態を悪化させることがありうる禁止されている品目または装置を持ち込む
ときに検出しうる。電波検出器のようなさまざまな型の放射検出器が知られており、商業
的に入手可能である。タバコの煙検出の場合、自動化されたモニタリング・システム１０
０は、臭いセンサー１０６および撮像装置１０２に加えて、煙検出器の使用をも含んでい
てもよい。
【００４５】
　もう一つの例では、スケジュールされた医療人員訪問または患者チェックアップのモニ
タリングが、自動化されたモニタリング・システム１００によって実施されてもよい。こ
れは、以前に手順データベース１１８および規則およびスケジュール・データベース１２
０の中にエンコードされた、その日のためのスケジュールされた患者試験もしくは検査ま
たは他のスケジュールされたタスクをまず経ていくことによる。自動化されたモニタリン
グ・システム１００は次いで、規則およびスケジュール・データベース１２０を介して、
スケジュールされた手順に関係する他の詳細、たとえば患者が搬送されるべき病院部屋、
患者に対して実行されるべき手順の型および手順を実行するために割り当てられた医療人
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員を確認してもよい。自動化されたモニタリング・システム１００は、患者訪問のために
現われるべくスケジュールされている病院従業員の名前、部局、肩書き、地位および連絡
先情報といった他の必要とされる情報を求めて人員データベース１２２を検索してもよい
。
【００４６】
　自動化されたモニタリング・システム１００は、次いで、規則およびスケジュール・デ
ータベース１２０および他のデータベースに記憶されている情報に基づいて、割り当てら
れた医療人員に通知を送って、スケジュールされた訪問および他の手順もしくはタスクの
時間より前にリマインドしてもよい。自動化されたモニタリング・システム１００は、割
り当てられた各医療人員がリマインダーの受領を確認するまで、割り当てられた医療人員
にリマインダーを繰り返し送ってもよい。割り当てられた医療人員の少なくとも一人が自
動化されたモニタリング・システム１００に、たとえばスケジュールされた患者訪問の五
分以内になってまだ応答していないときは、自動化されたモニタリング・システム１００
は、病院の公共放送システムまたはページング・システムを通じて当該医療人員に通知を
送ってもよい。所与の期間後になっても、その連絡がつかない医療人員がまだ公共通知に
応答しない場合には、自動化されたモニタリング・システム１００は、その連絡がつかな
い医療人員が応答しないことを記録し、その医療人員がスケジュールされた患者訪問のた
めに現われなかったというメッセージを、その連絡がつかない医療人員、適切な部局、監
督者または管理部に送ってもよい。自動化されたモニタリング・システム１００、たとえ
ば主たる主治医、適切な部局、看護ステーションまたは管理部に、スケジュールされた患
者訪問に参加するようもともと割り当てられていた連絡のつかない医療スタッフの代わり
となる代替医療人員の要求を送ってもよい。
【００４７】
　スケジュールされた患者訪問のためのシステム生成されたリマインダーは、自動化され
たモニタリング・システム１００によって、各医療人員に割り当てられている病院が支給
したポータブル装置１３０、１３２および１３４に送られてもよい。通知は、手順の緊急
性に依存して、スケジュールされる訪問前の事前設定された時間内、たとえば少なくとも
十五分または三十分前に送られる。各医療人員に割り当てられた、この同じ病院が支給し
たポータブル装置１３０、１３２および１３４は、たとえば、患者のための医療手順、タ
スク、検査または検査室での試験を自動化されたモニタリング・システム１００がスケジ
ューリングすることの要求を送信するために、医師によって使用されてもよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、割り当てられた医療人員のスケジュールされた患者の部屋へ
の入室の検出が、自動化されたモニタリング・システム１００によって実行されてもよい
。これはたとえば、医療人員のユニフォームに装着されているまたはエンボスされている
バーコードをスキャンすることによる、あるいは医療スタッフが身につけている無線周波
数識別（RFID）タグをRFIDリーダーによって読み取ることによる。その時間のための患者
訪問を実施するために割り当てられている医療人員が誰であるかの確認が、たとえば、顔
認識またはパターン認識を介して実行されてもよい。医療スタッフ患者訪問は、デジタル
的に、部分的または完全に記録されてもよい。識別された医療人員が患者チェックアップ
を実施するために割り当てられている者ではない、たとえばその医療人員が直前に決まっ
た交替要員であった場合、自動化されたモニタリング・システム１００は、このことを、
好ましくは病室内に位置しているマイクロフォンを通じて、その代替医療人員に通信して
もよく、自動化されたモニタリング・システム１００は、その患者訪問を受け持つようも
ともと割り当てられていた医療人員とも通信して、識別された交代要員がスケジュールさ
れた時間に患者チェックアップを実施することをその医療人員から確認してもよい。
【００４９】
　さまざまな実施形態において、上記の手順およびシステムとの関連で、自動化されたモ
ニタリング・システム１００は、それぞれのスケジュールされたタスクまたは手順につい
て、ジョブ・コード、たとえば四数字または五数字のコードを割り当ててもよい。これら
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の割り当てられたジョブ・コードのそれぞれは、次いで、タスクまたは手順を実行するよ
うスケジュールされている医療人員または保守スタッフに送信されてもよい。さらに、各
病院従業員は、自動化されたモニタリング・システム１００に対して身元を示す一意的な
識別コードおよび／または病院が発行したスマートカードを有していてもよい。本開示の
ある実施形態では、手順を実行するよう割り当てられた医療または保守人員は、まず、部
屋の入口に位置しており、自動化されたモニタリング・システム１００に接続されている
数字キーパッドを使って、自分の識別コードを入力することを求められてもよい。自動化
されたモニタリング・システム１００が識別コードが有効であることを認識するとき、医
療人員は、以前に該医療人員に送られた、スケジュールされた手順に割り当てられたジョ
ブ・コードを入力することを求められてもよい。これが自動化されたモニタリング・シス
テム１００に対して、その手順を実行するためにその医療人員がスケジュールされた病室
に到着したことを告げる。医療人員が手順を完了した後、医療人員は自分のセキュリティ
ー・コードおよびジョブ・コードを再び入力してもよく、これが自動化されたモニタリン
グ・システム１００に、タスクまたは手順が完了したことを知らせる。モニタリング・シ
ステム１００は次いで、手順が実行された日時を記録してもよく、そのタスクを実行した
医療人員が誰であるかを記録してもよい。
【００５０】
　さらなる実施形態では、患者訪問の間に医療人員によって使用される特化した設備は、
ボタンまたは他のインターフェースであって、作動されるときに、その特定の病院デバイ
スが医療スタッフによって使用されるという通知を自動化されたモニタリング・システム
１００に（無線でまたは物理的な接続を介して）自動的に送信するものを有していてもよ
い。同じボタンを二度目に押すことまたは別個の「完了」もしくは「終了」ボタンを押す
ことが、その特定の病院デバイスまたは設備の使用が完了したまたはそのデバイスまたは
設備が今や「オフ」状態であるという別の通知を自動化されたモニタリング・システム１
００に送信する。スケジュールされた病院手順は、患者の生命徴候、静脈内点滴液レベル
および病院設備状態を検査すること、患者の薬を提供すること、それらの薬の摂取をモニ
タリングすること、身体不自由な患者のためのスポンジ浴のような患者入浴を実行するま
たは実行を支援することなどを含んでいてもよい。これらの手順は、自動化されたモニタ
リング・システム１００によって記憶されてもよく、デジタル記録は設定された継続期間
にわたって病院のデータベースに記憶されてもよく、その後、電子的な記憶スペースを回
復するために記録は削除されてもよい。
【００５１】
　自動化されたモニタリング・システム１００は、たとえば撮像装置１０２によって捕捉
された画像データを介して、医療用品を含む病室内のさまざまな医療設備およびデバイス
の状態、たとえば酸素ガスおよび点滴液の現在レベルを検出するために使われてもよい。
自動化されたモニタリング・システム１００が、それらの医療設備、デバイスまたは用品
のいずれかについて下の閾値を検出する場合、自動化されたモニタリング・システム１０
０は医療スタッフおよび／または保守人員に通知を送ってもよい。
【００５２】
　それらの段階に続いて、自動化されたモニタリング・システム１００は病院の会計およ
び請求部局にメッセージを送ってもよい。該部局は、たとえば、以下の情報のうちの少な
くとも一部を会計データベースに中継する：特定の時点および部屋において使用されたデ
バイスまたは設備の型およびモデル番号、患者の名前、年齢、割り当てられている主治医
（もしあれば）、該病院デバイスおよび設備の使用の継続時間および回数ならびにその設
備を使った医療スタッフの名前、投与された医薬の量、使用された代替可能な病院消耗品
（たとえば点滴袋、針、スポンジ、包袋など）の数その他。設備の使用についての適切な
料金および任意の対応する医師の料金が自動化されたモニタリング・システム１００によ
って患者のアカウントに自動的に課金されうる。
【００５３】
　さらにもう一つの例では、自動化されたモニタリング・システム１００は、別の部屋に
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搬送されるべきまたは病院の異なるエリア、たとえば医師の部屋、X線室、MRI室、理学療
法室、リハビリテーション部局または手術室にいる患者のスケジュールされた試験または
検査をモニタリングするために使用されてもよい。ここでもまた、自動化されたモニタリ
ング・システム１００はまず、割り当てられた医療スタッフに対して、別の部屋または施
設におけるスケジュールされた患者検査に関するリマインダーを、たとえばスケジュール
された患者検査の少なくとも三十分前に送ってもよい。上記で詳細に述べたのと同じまた
は同様の通知手順が使われてもよい。先述したのと同様の仕方で、自動化されたモニタリ
ング・システム１００は、病院内の別の部屋または施設に患者を搬送するために割り当て
られた病院スタッフの入場を検出してもよく、前記別の部屋または施設において前記試験
または検査を実施する医療人員を同定もする。
【００５４】
　このように、本開示の自動化されたモニタリング・システムは、種々のイベント、タス
ク、手順、位置、人員、スケジュール、デバイスおよび設備状態、保守、要求、料金支払
い、患者退院日などをモニタリングする多機能かつ包括的なモニタリング・システムとし
てはたらきうる。たとえば、上記で与えた例に加えて、自動化されたモニタリング・シス
テム１００は、X線またはMRIのような試験または検査において使用される設備を検出し、
識別し、次いで対応する情報を病院の会計および請求部局データベースに送信して、患者
に対して実行された手順を記録するとともに、しかるべく患者のアカウントに自動的に課
金するためにも使用できる。薬、注射器のような消耗品、点滴液、血液銀行からの血液お
よび他の再使用できない医療品目がスケジュールされた病院訪問の間に施与された場合に
は、自動化されたモニタリング・システム１００は、病院薬局、血液銀行、要求、会計お
よび請求などといった適切な部局に、それらの医療品目などがスケジュールされた病院訪
問の間に使用または消費されたことを通知する。これは、病院が常に、それらの医療品目
を十分にストックしていることを保証する助けになる。いくつかの実施形態では、自動化
されたモニタリング・システム１００は、病院スタッフ全体のためにいつでもすぐ利用可
能であるべき医療または保守オブジェクトの最低の数または量に関係する事前設定された
閾値に基づいて、少なくなっている特定の医療品目について自動的に注文を出してもよい
。
【００５５】
　図２に描かれる本開示のさらにもう一つの実施形態では、自動化されたモニタリング・
システム１００は、スケジュールされた通常の、病院または介護施設の部屋の保守の実行
をモニタリングするために使われてもよい。この実施形態では、清掃スタッフ２００の入
室が、撮像装置１０２（図２には示さず）を使ってスタッフのユニフォームのスタッフの
バーコードをスキャンすることによって、あるいは保守スタッフが自分の従業員コードお
よび適切なジョブ・コードを部屋の前に位置されている数字キーパッド（図示せず）に入
力することによって、検出される。もう一つの代替では、清掃スタッフはRFIDタグ２０２
を身につけており、これが、施設の部屋内に戦略的に位置されているRFIDセンサー／リー
ダー２０４によって読まれる。図２に示されるように、用務員が清掃すべき施設の部屋の
中にあるバスルームは、一または複数の人の入場または存在を検出するための動きセンサ
ー２０６を含んでいる。清掃人員の動きおよび位置を記録するための動きセンサー２０６
を含むセンサーは、施設または病院の部屋の内部のバスルームまたは洗面所を含む、部屋
のさまざまなエリアの清掃の検出およびモニタリングを許容する。ここでもまた、部屋の
清掃手順全体が、自動化されたモニタリング・システム１００によって記録され、デジタ
ル的に記憶され、次いで施設保守部局内のデータベースまたはサーバーにアップロードさ
れてもよい。記録されたビデオはたとえば、スケジュールされた部屋の保守が実行された
かどうか、部屋のすべてのエリアが清掃され、シーツが交換されたかどうか、および清掃
および他の保守タスク、たとえばバスルーム・トイレットペーパー２０８および他の洗面
用品の交換が適正に実行されたかどうかを判定することにおいて使われてもよい。
【００５６】
　本開示のもう一つの実施形態では、自動化されたモニタリング・システム１００は、AF
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L内の利用者の活動および睡眠スケジュールをモニタリングするために使われてもよい。
たとえば、自動化されたモニタリング・システム１００は、ノイズ、笑いを検出し、画像
認識システムを介してALF入所者の顔を認識してもよい。この検出されたデータに基づい
て、自動化されたモニタリング・システム１００は、すでに入所者の就寝時刻を過ぎてい
るのにAFL入所者がまだ施設のレクリエーション室内にいることを判別してもよい。もう
一つの場合において、自動化されたモニタリング・システム１００は、午前二時に施設の
許可されないエリアにさまよい出た高齢の入所者の存在を検出してもよい。すると、自動
化されたモニタリング・システム１００は施設スタッフ、たとえば看護人員または保安人
員にアラートを送って、状況を知らせてもよい。自動化されたモニタリング・システム１
００は、設定された就寝時間のはじめからたとえば十五分以内に全く動きを検出しないと
きは、スケジュールされた入所者の就寝時間に入所者の部屋の明かりを自動的にスイッチ
オフしてもよい。いくつかの実施形態では、自動化されたモニタリング・システム１００
は、設定された就寝時刻から最初の十分間にわたって、心が落ち着く音楽または入所者の
お気に入りの音楽を自動的に再生してもよい。自動化されたモニタリング・システム１０
０は、入所者が就寝時刻を過ぎて室内で行ったり来たり歩いているときなど、ベッドから
離れての連続的な動きが検出される場合には、施設スタッフに通知を送ってもよい。
【００５７】
　本開示の自動化されたモニタリング・システム１００は、ALF内の入所者のある種の活
動を記録するために使われてもよい。たとえば、入所者の親戚が、入所者が運動および食
事などの活動に従事している間の入所者の記録されたビデオを自動化されたモニタリング
・システム１００が規則的に、たとえば毎日の終わりまでに送信することを要求してもよ
い。これは、入所者の家族または親戚が、入所者の福利をモニタリングし、入所者が適正
に食べ、規則的に運動していることを保証することを許容する。
【００５８】
　自動化されたモニタリング・システム１００が、スケジュールされた医師訪問または部
屋の保守といったスケジュールされたタスクの実行を、スケジュールされたタスクもしく
はイベントを過ぎて三十分などの所与の時間内に検出しないときは、自動化されたモニタ
リング・システム１００は、好ましくは病院のページング・システムを通じて、通知を次
のうちの一または複数に送信してもよい：看護ステーション、初期診療医、補助初期診療
医、EENT、放射線科、神経科、小児科、耳咽喉科、産科または病院管理部のような病院部
局長またはオフィス。たとえば初期診療医が病院外にいるときなど、初期診療医が病院の
ページング・システムに応答しない場合、自動化されたモニタリング・システム１００は
、電子メールおよび／またはテキスト・メッセージをその初期診療医の携帯電話または他
のポータブル装置１３４に直接送ってもよい。呼び出されたまたはページングされた者の
いずれかから適切な応答が受信されるまで、自動化されたモニタリング・システム１００
は、十分毎などの規則的な間隔で繰り返し通知を送り続ける。たとえば初期診療医が、「
通知受領」という返信をテキスト・メッセージまたは電子メールで送ることなどによって
自動化されたモニタリング・システム１００に適切な応答を送ったとき、自動化されたモ
ニタリング・システムはアラートを送るのを止めてもよく、その場合、医師は病室に進ん
で、スケジュールされた患者訪問を実行することができる。
【００５９】
　いくつかの場合には、図３に示されるように、スケジュールされた患者訪問に関してア
ラートされる第一の医師３００が、代わりに、スケジュールされた訪問を特定の時間範囲
内に実施するよう第二の医師３０２に依頼してもよい。図３にはまた、音を記録するため
のマイクロフォン３０４および臭いを検出するための臭いセンサー３０６も示されている
。人物、点滴液袋３１０のような医療用品およびECGモニター３１２のような設備を識別
するためおよび病室内の動きを検出するために、撮像装置３０８も使われてもよい。その
ような場合、第一の医師３００は、第二の医師３０２によるスケジュールされた訪問の間
の病室のビデオおよび音の記録を捕捉するよう自動化されたモニタリング・システム１０
０に要求してもよい。ある時間後、第一の医師３００は、要求された患者訪問のビデオ記
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録を第一の医師３００のデバイス３１４にダウンロードすることを自動化されたモニタリ
ング・システム１００に要求することによって、患者訪問が第二の医師３０２によって実
施されたかどうかを確認してもよい。これは、第一の医師３００が、患者訪問がすでに他
の医師３０２によって実行されているかどうかを検証することを許容するばかりでなく、
第一の医師が、患者のためにスケジュールされているすべての要求された手順が完了され
たかどうか、および手順が適正に実行されたかどうかを検証することも許容する。これは
、第二の医師３０２がその病院において第一の医師３００の監督のもとに医療インターン
シップ、レジデント研修またはフェローシップのために働いているときなど、たとえば第
一の、より上位の医師３００が第二の医師３０２の監督医師である場合に特に有用であろ
う。監督する医師３００は、その場合、ダウンロードされた記録されたビデオをのちに、
患者の状態について第二の医師３０２と議論するため、またトレーニングおよび監督され
る第二の医師３０２の実績をレビューするために、使ってもよい。同じまたは同様の手順
が、スケジュールされたタスクまたはイベントが他の医療スタッフ、保守人員、保安スタ
ッフおよび管理人員に関わる場合においても使用されうる。
【００６０】
　図４は、本開示の好ましい方法を示している。ブロック４００では、自動化されたモニ
タリング・システム１００は、囲まれたエリアに関係したコンテキスト・データを決定す
ることによって、囲まれたエリア内で行なわれる手順を決定してもよい。たとえば、自動
化されたモニタリング・システム１００は、エリア内に存在するオブジェクトおよび人物
のようなコンテキスト・データを、囲まれたエリア内で感知される対応する音および／ま
たは臭いとともに識別してもよい。上記のように、オブジェクトおよび人物の識別は、た
とえば、撮像装置１０２によって捕捉された画像データに対して画像処理を実行すること
によって達成されてもよい。
【００６１】
　ブロック４０２では、コンテキスト・データおよび／またはコンテキスト・データに基
づいて決定された手順が、規則およびスケジュール・データベース１２０における対応す
る事前記憶されたパラメータと比較されてもよい。ブロック４０４では、自動化されたモ
ニタリング・システム１００は、比較される手順と、該比較される手順に基づいて規則お
よびスケジュール・データベース１２０によって生成された判断とに基づいて、対応する
アクションを実行してもよい。システムが生成した判断に基づいてシステムに規定された
アクションを実行した後、本方法は、ブロック４００に戻ってもよく、そこで、自動化さ
れたモニタリング・システム１００は、何らかの検出される一つまたは複数の手順をモニ
タリングするプロセスを繰り返す。
【００６２】
　図５は、図４に示される手順の決定（動作４００）の例示的方法を示している。ブロッ
ク５００では、自動化されたモニタリング・システム１００は、撮像装置１０２を使って
オブジェクトおよび人物を識別し、動きセンサー１０８によって動きを検出してもよい（
段階５００）。人物およびオブジェクトは、人物およびオブジェクトに関係する取得され
たデータを、それぞれ人員データベース１２２およびオブジェクト・データベース１２４
における事前記憶されているデータ（たとえば人員および病院設備の写真）およびパラメ
ータと比較することによって識別されてもよい。いくつかの実施形態では、動き検出は、
動きセンサー１０８によって捕捉されたデータに基づいてではなく（あるいはそのような
データと関連して）、撮像装置１０２によって捕捉された撮像データに基づいて実行され
てもよい。たとえば、撮像装置１０２によって捕捉されたビデオのフレームのシーケンス
が、ユーザー動きを検出するために使われてもよい。
【００６３】
　ブロック５０２では、自動化されたモニタリング・システム１００は、音センサー１０
４を使って音を検出してもよい。ブロック５０４では、自動化されたモニタリング・シス
テム１００は、臭いセンサー１０６を使って臭いを検出してもよい。ブロック５０６では
、自動化されたモニタリング・システム１００は、実行されるべき手順を決定してもよい
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。これはたとえば、識別されたオブジェクトおよび人物、検出された動き、捕捉された音
および検出された臭いを、手順データベース１１８における対応する事前記憶されたデー
タおよびパラメータとの相関を調べることによってである。たとえば、自動化されたモニ
タリング・システム１００が病院の部屋内に医師およびMRIスキャナーを識別するとする
。識別された医師およびMRIスキャナーに関係するデータを、手順データベース１１８に
おける、たとえば人物およびオブジェクト・カテゴリーの下の事前記憶されたデータおよ
びパラメータとの相関を調べることによって、自動化されたモニタリング・システム１０
０は、その日時にその病院の部屋の中でMRI手順が実行されるべくスケジュールされてい
ることを判別しうる。自動化されたモニタリング・システム１００が手順を決定した後、
決定された手順は、図４のブロック４０２において、規則およびスケジュール・データベ
ース１２０内の対応する事前記憶されたデータおよびパラメータとの相関を調べられても
よい。
【００６４】
　図６は、図４に示された、決定された手順と規則およびスケジュール・データベース１
２０における対応する事前記憶されたパラメータとの間の比較（ブロック４０２）の好ま
しい方法を示している。図４のブロック４００で手順を決定した後、ブロック６００にお
いて、自動化されたモニタリング・システム１００は、決定された手順が、スケジュール
されている手順、タスクまたはイベントに対応するかどうかを検証してもよい。決定され
た手順がスケジュールされている手順に対応する場合、ブロック６０２において、決定さ
れた手順はさらに、規則およびスケジュール・データベース１２０に記憶されている規則
の遵守について、検証されてもよい。あるいはまた、ブロック６００において、決定され
た手順が規則およびスケジュールに従っていない場合には、ブロック６０４において、コ
ンピューティング装置１１０または別のコンポーネントが、規則およびスケジュール・デ
ータベース１２０から、対応する代替的な判断およびアクションを決定してもよい。たと
えば、午前9:00にAFL内の活動室に用務員が入室したことが検出されたとする。自動化さ
れたモニタリング・システム１００は、規則およびスケジュール・データベース１２０か
ら、活動室において午前9:00にスケジュールされた清掃タスクがあることを検証してもよ
い。自動化されたモニタリング・システム１００が清掃期間の終わりまでに用務員が活動
室のバスルームにはいらなかったと判別する場合、自動化されたモニタリング・システム
１００は、活動室のバスルームが清掃されなかったと結論してもよい。自動化されたモニ
タリング・システム１００は、用務員またはその監督者に通知を送って、バスルームがス
ケジュールどおりに清掃されなかったことを知らせてもよい。
【００６５】
　図７は、比較される手順と、規則およびスケジュール・データベース１２０によって生
成された判断とに基づいて対応するアクションを実行すること（動作４０４）の例示的方
法を示している。コンピューティング装置１１０が対応する判断およびアクションを、規
則およびスケジュール・データベース１２０から決定した（ブロック６０４）後、ブロッ
ク７００において、自動化されたモニタリング・システム１００は該アクションが通知を
要求するかどうかを検査してもよい。通知が要求される場合、ブロック７０２において、
自動化されたモニタリング・システム１００は、通知を適切な個人または部局に送っても
よい。その後、ブロック７０４において、自動化されたモニタリング・システム１００は
、システムによって要求されるアクションが、一つまたは複数のデバイスおよび設備をア
クティブ化することを必要とするかどうかを検証してもよい。デバイスまたは設備のアク
ティブ化が必要とされる場合には、ブロック７０６において、自動化されたモニタリング
・システム１００は対応する一つまたは複数のデバイスおよび設備をアクティブ化する、
スイッチオンするおよび／または他の仕方で有効にする。デバイスおよび設備のそのよう
なアクティブ化の例は、自動的にドアをロックすること、明かりをオフにすること、室温
を調整することおよび窓を閉めることである。その後、自動化されたモニタリング・シス
テム１００は、囲まれたエリア内で一つまたは複数の手順をモニタリングすることを続け
る。
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【００６６】
　本稿ではいくつかの発明実施形態が記述され、示されているが、当業者は、本稿に記載
される機能を実行するおよび／または結果および／または利点の一つまたは複数を得るた
めの多様な他の手段および／または構造を容易に構想するであろう。そのような変形およ
び／または修正のそれぞれは、本稿に記載される発明実施形態の範囲内であると見なされ
る。より一般には、当業者は、本稿に記載されるすべてのパラメータ、寸法、材料および
構成が例示的であることが意図されており、実際のパラメータ、寸法、材料および／また
は構成は本発明の教示が使われる具体的な応用（単数または複数）に依存することを容易
に理解するであろう。当業者は、本稿に記載される個別的な発明的な実施形態の多くの等
価物を認識する、あるいは高々日常的な試行を使って見きわめることができるであろう。
したがって、上記の実施形態は単に例として呈示されており、付属の請求項およびその等
価物の範囲内で、発明的な実施形態は具体的に記述および特許請求されている以外の仕方
で実施されてもよいことは理解しておくものとする。本開示の発明的な実施形態は、本稿
に記載される一つ一つの個別的な特徴、システム、物品、材料、キットおよび／または方
法に向けられている。加えて、二つ以上のそのような特徴、システム、物品、材料、キッ
トおよび／または方法の任意の組み合わせが、かかる特徴、システム、物品、材料、キッ
トおよび／または方法が互いに整合しないものでない限り、本開示の発明の範囲内に含ま
れる。
【００６７】
　本稿で定義され、使用されるすべての定義は、辞書の定義、参照によって組み込まれる
文書における定義および／または定義された用語の通常の意味に対して優先するものと理
解されるべきである。
【００６８】
　本願の明細書および請求項で使われる単数形の表現は、そうでないことが明確に示され
ているのでない限り、「少なくとも一つ」を意味するものと理解するべきである。
【００６９】
　本願の明細書および請求項で使われる句「および／または」は、それにより結ばれた要
素の「一方または両方」、すなわち場合によってはともに存在する要素、場合によっては
一方のみが存在する要素を意味するものと理解されるべきである。「および／または」を
用いて列挙される複数の要素は同じように解釈されるべきである。すなわち、そのように
結ばれた要素の「一つまたは複数」である。「および／または」節によって特定的に同定
されている要素以外の他の要素が任意的に存在していてもよい。かかる他の要素は、それ
ら特定的に同定された要素に関係していてもいなくてもよい。よって、限定しない例とし
て、「有する／含む」のようなオープンな用語との関連で使われるときの「Aおよび／ま
たはB」への言及は、ある実施形態ではAのみ（任意的にはB以外の要素を含む）；別の実
施形態ではBのみ（任意的にはA以外の要素を含む）；さらに別の実施形態ではAおよびBの
両方（任意的には他の要素を含む）；などを表わすことができる。
【００７０】
　本願の明細書および請求項で使われるところでは、「または」は上記で定義された「お
よび／または」と同じ意味をもつものと理解されるべきである。たとえば、リストにおい
て項目を分離するとき、「または」または「および／または」は包含的であると解釈され
る。すなわち、いくつかの要素またはリストの要素のうちの少なくとも一つを含むが、二
つ以上をも含み、任意的には追加的な、リストにない項目をも含む。「…のうちの一つだ
け」または「…のうちのちょうど一つ」、あるいは請求項で使われるときの「…からなる
」といった、そうでないことが明瞭に示されている用語のみが、いくつかの要素またはリ
ストの要素のちょうど一つの要素を含むことを指す。一般に、本稿で使われるところの用
語「または」は、「どちらか」、「…の一方」、「…の一つのみ」または「…のちょうど
一つ」のような排他性の用語を伴うときにのみ、排他的な代替（すなわち、「一方または
他方だが両方ではない」）を示すものと解釈される。「本質的には…からなる」は、請求
項において使われるときは、特許法の分野で使われるその通常の意味をもつ。
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【００７１】
　本願の明細書および請求項で使われるところでは、一つまたは複数の要素のリストを参
照しての句「少なくとも一つ」は、要素の該リストの要素の任意の一つまたは複数から選
択される少なくとも一つの要素だが、必ずしも要素の該リストに特定的に挙げられている
一つ一つの要素の少なくとも一つを含むものではなく、要素の該リストの要素のいかなる
組み合わせも排除しないことを意味するものと理解されるべきである。この定義は、句「
少なくとも一つ」が指す要素のリスト内で特定的に同定されている要素以外の要素が任意
的に存在しうることをも許容する。かかる他の要素は、それら特定的に同定された要素に
関係していてもいなくてもよい。よって、限定しない例として、「有する／含む」のよう
なオープンな用語との関連で使われるときの「AおよびBの少なくとも一つ」への言及は、
ある実施形態では少なくとも一つの、任意的には二つ以上のAであって、Bは存在しないこ
とを指す（任意的にはB以外の要素を含む）；別の実施形態では少なくとも一つの、任意
的には二つ以上のBであって、Aは存在しないことを指す（任意的にはA以外の要素を含む
）；さらに別の実施形態では、少なくとも一つの、任意的には二つ以上のAおよび少なく
とも一つの、任意的には二つ以上のBを指す（任意的には他の要素を含む）。
【００７２】
　そうでないことが明瞭に示されるのでない限り、二つ以上の段階または工程を含む本願
で特許請求されるどの方法においても、方法の段階または工程の順序は必ずしも方法の段
階または順序が記載される順序に限定されないことも理解されるべきである。

【図１】 【図２】
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